
いわき市下水道条例施行規則 (昭和44年２月22日いわき市規則第５号)

最終改正:令和８年３月26日いわき市規則第３号

改正内容:令和８年３月26日いわき市規則第３号 [令和８年４月１日]

（下水道排水設備指定工事店指定申請書）

第５条の２　条例第７条の２第１項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書（第４号様式の２）によるものとする。

（いわき市下水道排水設備指定工事店証）

第５条の３　条例第７条の３第１項の指定証は、いわき市下水道排水設備指定工事店証（第４号様式の３）によるものとする。

（指定工事店の異動の届出）

第５条の４　条例第７条の４の規定による届出は、下水道排水設備指定工事店異動届（第４号様式の４）により行うものとする。

（いわき市下水道排水設備指定工事店表示板）

第５条の５　条例第７条の５第１項第１号に規定する表示板は、いわき市下水道排水設備指定工事店表示板（第４号様式の５）によるものとす

る。

（指定工事店の遵守事項）

第５条の６　条例第７条の５第１項第５号の市長が規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(１)　工事の着手にあたつては、当該工事が条例第５条の規定による排水設備等の計画について市長の確認を受けたものであることを確認す

ること。

(２)　工事は、条例第５条の規定による市長の確認を受けた排水設備等の計画に基づき実施すること。

(３)　工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(４)　工事の施工にあたつては、必要な安全管理対策を講ずること。

(５)　工事のかしにより排水設備等に故障等が生じたときは、無償での補修その他の必要な措置を講ずること。

(６)　工事の契約にあたつては、あらかじめ、条例第５条に規定する排水設備等の新設等を行おうとする者（以下この条において「申請者」とい

う。）に対し、工事の金額、工期その他の必要な事項を明確に示すこと。

(７)　工事が完了したとき、又は当該工事に係る排水設備等を使用できる状態になつたときは、速やかに申請者にその旨を報告すること。

(８)　条例又は規則に規定する手続に関し、指定工事店として申請者に適切に対応すること。

(９)　前各号に掲げるもののほか、指定工事店として誠実な行為を行うよう努めること。

（指定工事店の業務の停止等の通知）

第５条の７　市長は、条例第７条の６の規定により業務の停止又は指定の取消しをしたときは、下水道排水設備指定工事店業務停止・指定取消

通知書（第４号様式の６）により、当該業務の停止又は指定の取消しをした指定工事店に通知するものとする。


